
 
 
 
第３号様式（第２条関係） 

 
 

随 意 契 約 締 結 理 由 書 （ 公 表 用 ）                        
 
 下記のとおり随意契約を締結したので、公表します。 
 
１ 工 事 件 名        阪本小学校及び城東小学校仮校舎外構撤去工事 

 
２  施 行 場 所        中央区日本橋兜町１５番３号 

３ 対 象 業 種        建築工事 

４  工 事 概 要        
 
 
 
 
 

 

１）舗装撤去工事(砕石路盤RC40 t100 2,190㎡,ﾀﾞｽﾄ舗装2,190㎡他) 

２）排水撤去工事(U字溝113m,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋113m,暗渠配水管357m他) 

３）囲障撤去工事(ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(一部着脱式,門扉共)120.6m他) 

４）付帯施設撤去工事(鉄棒3連2か所,ﾍﾞﾝﾁ5脚,砂場1箇所他) 

５）散水配管撤去工事(散水栓20φ3個他) 

６）外灯撤去工事(外灯8台他) 

７）その他関連工事 

 

５  工 期        令和２年１１月２０日まで 

６  契 約 金 額        ３７，７３０，０００円（税込み） 

７ 契約締結日        令和２年７月２７日       
８ 契約の相手方  

の住所及び商号

又は名称 

 
東京都千代田区飯田橋二丁目１８番２号 
大和リース株式会社 東京本店  
本店長 森川 年人 

９ 随意契約締結  

の理由 
 
 

 
阪本小学校及び城東小学校の仮設校舎がリース期間満了に伴い、リー

ス業者である上記業者が撤去予定である。  
本工事は仮設校舎のグラウンド舗装及び付帯施設整備の撤去を行う

ものであり、仮設校舎撤去工事との関連性が高く、取合い工事を多く

含むものである。 
このため、施工上同一現場での交錯、繁雑を避け、工程管理に支障を

来たさぬよう工事を進めるためには、仮設校舎撤去工事を予定してい

る同者が施工することが有効であるため、随意契約を締結する。 
 

 

10 根 拠 法 令        地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号  

 


